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今年の 12 月 31 日までに住宅購入資金として使うならば、あげるお金が１，０００万円ま
でならば贈与税がかかりません。これは、「住宅取得資金贈与の特例」という制度です。 
しかも、今年からは子供さんだけでなく「お孫さんにあげても良い」とか、「住宅を建てる

なら、土地の購入資金に使っても良い」というように、使い道のわくが広がりました。 
また、相続時清算課税制度や相続開始 3 年以内の暦年贈与を利用した場合とは異なり、
相続財産に加算されることも一切ありません。 
あげるお金の使い道は、子供や孫の住宅資金購入費用と限定されますが、それでも１，０

００万円からの現金を公にあげても贈与税が一切かからないこの制度、今年から増税予定

の相続税対策としても非常に使える制度です。 
また、住宅資金贈与と合わせて使いたいのが、住宅購入時の住宅ローン「預金連動型住宅

ローン」です。 
これは、住宅を購入する子供さんやお孫さんがローンを借りる際、例えば、皆さんからい

ただいた住宅購入資金１，０００万円を「普通預金」に積み立てておくだけで、１，００

０万円までは「ローンの金利が０％になる」というものです。これを利用すると所得税な

どが安くなる住宅ローン減税を利用しながら、金利も０％にできるという優れものです。 
 上記の件でご相談などございましたら、拙事務所までご連絡ください。（相談料無料。） 

 

  

 

 


